
保育所(園) ・ 幼稚園 ・ 認定こども園とは？

保育施設に入所(園)するには

保育所(園)・幼稚園・認定こども園は、対象となるお子さんや入園の申込み方法が
異なります。

保育施設とは、保育所(園)・認定こども園(保育所部分)・小規模保育事業所・家庭的保育事業所
等のことです。
保育施設に入所(園)するには、保護者が次のいずれかの理由で、家庭で保育ができない状態に
あり、同時にその他の家族による保育ができない場合です。

● 保育施設の一斉募集について
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① 家庭内外で働いている(月64時間以上の就労をしている方)
② 妊娠中または出産
③ 病気・負傷または心身に障害がある
④ 同居の親族等の介護に常時あたっている
⑤ 震災その他の災害復旧にあたっている
⑥ 学校または職業訓練校に在学している
⑦ 求職活動を継続的に行っている(入所期間は3か月)

3歳以上

1号認定
(教育標準時間認定)

幼稚園

認定こども園(幼稚園部分)

教育委員会 学務課

年　齢 支給認定区分 入園できる施設 申込先

保育所(園)

認定こども園(保育所部分)

こども政策課 TEL 0299-90-1206問合先

学　務　課 TEL 0299-77-7347
こども政策課　TEL 0299-90-1206

問合先

市の広報紙に入所申込みの案内が掲載される予定です。保育施設・こども政策課・市民
生活課（波崎総合支所）窓口で、10月上旬から申込書が配布されます。
11月上旬までには、新年度の入所（園）申込みが始まります。それまでに希望する保育
施設、日程や必要書類を確認しましょう。 

10月

指定期間にこども政策課の担当者による、新年度の入所（園）申込みの受付と保育状況な
どの聞き取りがあります。
※私立認定こども園は、各園で入所（園）申込書の聞き取りを行う予定です

11月

1月

3月

4月
〜

入所（園）説明会　入所(園)準備

入所（園）決定通知は1月下旬です。

決定月の1日から入所（園）
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※私立認定こども園の申込み等の時期は変更になる場合があります。また、入所（園）の可否の決定は
　市が行っていますが、変更になる場合があります。詳しくは、神栖市ホームページ等をご確認ください


